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ｅ Ｌ Ｔ Ａ Ｘ のご案内
　

　 地方税ポータ ルシス テム「 ｅ Ｌ Ｔ Ａ Ｘ （ エルタ ッ ク ス ）」 は、 地方税に関する 総合窓口と し てイ ンタ ー

ネッ ト を通じ て広く ご利用いただける シス テムです。

　 ｅ Ｌ Ｔ Ａ Ｘ のサービ ス をご利用になる と 、 給与支払報告書の提出や法人市民税の申告など、 地方税に

関する 手続き をオフ ィ ス やご自宅で行えま す。

　 簡単で便利なｅ Ｌ Ｔ Ａ Ｘ を、 ぜひご利用く ださ い。
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オフ ィ スやご自宅から イ ンタ ーネッ ト で送信 ポータ ルセンタ で受付 各地方公共団体へ配信

ご利用開始の手続、 お問合せなど、 詳し く は、 ｅ Ｌ Ｔ Ａ Ｘ ホームページをご覧く ださ い。

・ ｅ Ｌ Ｔ Ａ Ｘ の申告手続等のサービ ス は、 全ての地方公共団体で利用でき ます。 利用でき る サービ

ス は地方公共団体によ って異なり ま すので、 詳し く はｅ Ｌ Ｔ Ａ Ｘ ホーム ページから 「 サービ ス 状

況」をご覧く ださ い。

・ 川崎市では、 市民税・ 県民税（ 特別徴収）＊、 法人市民税、 固定資産税（ 償却資産）、 市たばこ 税、 入

湯税及び事業所税に係る 申告手続等のサービ ス を提供し ていま す。

　 ＊ 給与支払報告書は特別徴収分・ 普通徴収分と も に提出が可能です。

　 ＊ 個人の方によ る 市民税・ 県民税申告は対象外です。

ｅ Ｌ Ｔ Ａ Ｘ のご利用時間　 ８ ： 30～24： 00（ 月～金曜日 及び 毎月最終土曜日と 翌日の日曜日）

　 　 ※　 ただし 、 祝日と 年末年始（ 12月29日～１ 月３ 日）は除き ま す。

　 　 ※　 繁忙期等については、 上記の利用時間に限ら ずご利用いただける 場合があり ま す。

・ 混雑する 窓口に出かけたり 、 郵送し たり と いった手間を かける こ と なく 、 オフ ィ ス やご自宅から

イ ンタ ーネッ ト を利用し て簡単に申告、 納税ができ ま す。

・ 複数の地方公共団体への申告をま と めて一度に送信でき ま す。

・ ｅ Ｌ Ｔ Ａ Ｘ 用ソ フト『 Ｐ Ｃ ｄ ｅ ｓ ｋ 』で申告書を簡単に作成でき ま す。

・ 市販の税務会計ソ フ ト で作成し たデータ を利用でき ま す（ ｅ Ｌ Ｔ Ａ Ｘ 対応ソ フト に限り ま す。）。

・『 Ｐ Ｃ ｄ ｅ ｓ ｋ 』 を利用し 、 給与や公的年金等の支払報告書と 源泉徴収票の申告データ を同時に作

成し 、 ｅ Ｌ Ｔ Ａ Ｘ に一括送信する こ と で、 各地方公共団体及び所轄税務署に提出でき ま す。

・ 複数の地方公共団体に対する 個人住民税（ 特別徴収分） 等の納付手続を一度の操作で電子的に行う

こ と が可能です。

　 ｅ Ｌ Ｔ Ａ Ｘ のサービス をご利用になる と 、 給与支払報告書の提出や法人市民税の申告、 納付（ 一部の税

目に限り ま す。）など 、 地方税に関する 手続をオフィ ス やご自宅で行えま す。

ｅ Ｌ Ｔ Ａ Ｘ の ご 利 用 は 無 料 で す。
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利用可能な地方公共団体と 川崎市のサービス提供状況

こ んなメ リ ッ ト があり ます！

ｅ Ｌ Ｔ Ａ Ｘ ご利用の際は、 ぜひ地方税共通納税シス テムも ご利用く ださ い。

ｅ Ｌ Ｔ Ａ Ｘ ホームページ       h ttp s : //w w w . e l ta x . l ta . g o . j p /
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